
 

災害時避難行動要支援者個別支援計画の作成をお願いしている事業者の皆様方へ 

 

６月に入り、関東も梅雨入りとなりました梅雨の晴れ間の青空がうれしいこのごろ、お

元気でお過ごしでしょうか。 

一部地域を除いては、全国的に梅雨本番を迎えました。先週は全国各地で大雨が降

ったり、季節外れの雹が降ったりと大変な日がありましたね。 

また、昨日６月 22 日(火) 気象庁から、マリアナ諸島付近の熱帯低気圧 (台風の卵)

が、24 時間以内に台風へ発達する見込みとの情報を発表されました。 

23 日(水)までに台風に発達。その後、やや発達しながら、北よりに進み、関東地方に

接近する予想です。台風にならなくとも、本州付近には梅雨前線が停滞しているため、

前線の活動が活発になり、線状降雨帯が発生する恐れもあります。 

今後も最新の台風情報などを確認していただき、高齢者、障がい者等の避難行動要

支援者に対し、災害や大雨の備えを促していただけますようお願いします。 

皆様には雨季、台風シーズンの前に、水害、洪水に対する備えを高齢者・障がい者に

促していただくとともに、個別支援計画の作成につきましても是非とも進めていただき

たいと思います。 

古河市の個別支援計画の作成の流れは、全国的にも注目を集めており事業所の皆

様方のおかげもありまして、個別支援計画の作成も順調に進んでおります。 

 

さて、５月に、災害対策基本法等の改正があり、防災情報の変更がありましたので以

下のとおり、お知らせします。 

 

・避難勧告が廃止され警戒レベル 4 で避難指示 

・警戒レベル 3 で高齢者等避難開始（高齢者以外の方も必要に応じ準備、もしくは避

難を開始する） 

 

上記に関する内閣府のパンフレットを添付いたしましたので、ご確認頂ければと思いま

す。 

 

個別支援計画（個別避難計画）のガイドラインも内閣府により作成・発表されましたの

で、ご覧ください 

【内閣府の URL】 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/hinan_gui



deline.pdf         

 

防災情報の改正の案内は 

事業所ごとに、パンフレットを印刷していただき、事業所で関わっているすべての高齢

者・障がい者宅へ訪問時に周知をしていただきますようよろしくお願いします。 

 

また、現在、ケアマネ、相談支援専門員向けの防災研修の準備をしています。 

詳細は下記になります。 

【介護支援専門員（ケアマネジャー）等を対象とした防災に関する研修会】 

令和３年８月３１日(火)  

① 午前 10 時～11 時半 ②午後 1 時半～3 時※同じ内容で 2 回行う 

講師：石井防災監・(訪問看護師による防災支援の講話)中島由美子先生 

 

近日中に、事業者宛てに通知する予定ですので、予めご都合など調整頂ければと思

います。 

【個別支援計画作成状況】（6 月時点） 

現在の作成数：２４件 

作成事業所数：８カ所 

 

現在２年間の累計で、８４４件です。 

今年度も５００件を目指していますので、皆様方のご協力を賜りますよう、引き続きよろ

しくお願いします。 

 

 

 


